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1

　請負代金額4,000万円以上の工事における配置技
術者の専任を要する期間は、工事開始日からでよい
か。

　技術者の配置は、契約工期を基本としていますが、技術
者の専任期間（工事現場に専任で配置すべき期間）に準じ
て、配置の可否を判断するものとします。
　なお、専任期間の考え方は、監理技術者制度運用マニュ
アル(国土交通省)及び土木工事現場必携によることとしま
す。

2

　コリンズ登録は契約日から10日以内とされている
が、早期契約制度等の場合も契約日から10日以内な
のか。

　早期契約制度等の場合は、工事開始日から10日以内とし
てください。

3

フレックス工期契約制度の場合、受注者が工事開始
日までにできることは何ですか。

工事開始日までは、
①発注者との打合せ、施工計画書の提出
②現場の下見、関係機関・地元住民との協議及び現場への
立ち入り
③資機材の調達や労働力確保に資する準備（ただし、現場
への搬入は不可）
④工事施工三者会議の実施（設計者、施工者及び発注者
で情報を共有する場合）
などを行うことができます。円滑な施工体制を確保するため
の期間として活用してください。

4

契約時に提出する書類等の提出時期について教えて
ください。

①工程表
　契約後５日以内（契約書の定めによる猶予期間（工事開始
日選択可能期間）を含めた工程表を提出）
②契約保証金
　契約の締結と同時に保証を付さなければならない（履行保
証保険契約の場合は、履行保証保険契約の締結後）
③配置技術者届
　契約時（契約後５日以内）に提出（工事開始日前まで配置
を要しない）
④施工体制台帳、施工体系図
　下請負契約を締結した時
⑤施工計画書
　工事着手前の適切な時期（詳細は監督員と協議）
⑥建退共掛金収納書
　工事開始日から１ヶ月以内
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